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グループホームにも
児童発達支援事業所にも


医療的ケア児・者の地域の居場所に、訪問看護ステーション等から看護師さんが来てくれて、見守りや医療的ケアの提供、事業所スタッフへの情報提供や喀痰吸引などへの助言や指導など、看護師の専門性を生かした支援を提供した場合の加算です。小児期からのケアを担っていて、自宅での様子をよく知る看護師さんが、自宅以外の地域の居場所でも看護を提供してくれることで、ケアの内容や手技が均質化されます。また、その場その場のお子さんの様子や健康状態等、必要な情報が切れ目なく提供され、事業所間の支援の連携推進や職員の安心にもつながります。
医療的ケア児さんが大人になっても、地域で安心して過ごす場所を増やす仕組みとして、ぜひご活用ください。




 





対対象になるサービス　
放課後等デイサービス・児童発達支援、自立訓練（生活訓練）・就労選択支援・就労移行・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型、ショートステイ（短期入所）、グループホーム（共同生活援助） 
 
「看護職員」とは　
この制度で事業所を訪問する看護職員の範囲は、看護師、保健師です。（准看護師は法律上、自らの判断で業務を行うことができないため、正看護師の同行が必要です。ただし、放課後等デイサービスにおいては、加算ではなく「基本報酬の人員配置」として准看護師を雇用することは可能。）
看護職員が看護を行うには医師の指示書が必須です。看護職員は訪問看護ステーションや医療機関と委託契約を締結して訪問する方法と、事業所等が看護職員を雇用して医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行う方法があります。また、人員基準上、事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護師、准看護師の資格を有する者が、医療的ケア又は喀痰吸引等に係る指導を行った場合についても加算の対象になりますが、その場合は当該業務に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることはできません。 
 

 加算単位と要件 医療的ケアを必要としない障がい児

◆ 放課後等デイサービス・児童発達支援 の場合 ◆ 
	区分
	加算単位数
	加算要件/概要

	医療連携体制加算Ⅰ
	32 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して障がい児（上限 8 人）に対して看護を行った場合（1 時間未満）

	医療連携体制加算(Ⅱ) 
	63 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して障がい児（上限 8 人）に対して看護を行った場合（1 時間以上 2 時間未満） 

	医療連携体制加算(Ⅲ) 
	125 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して障がい児（上限 8 人）に対して看護を行った場合（2 時間以上） 

	医療連携体制加算(Ⅳ) 
	看護職員が事業所を訪問して医療的ケア児に対して看護を行った場合
（４時間未満）　看護を受けた医療的ケア児が・・・　
１人＝800単位/日　　　２人＝500単位/日　　３～８人＝400単位/日　　
８人を超える場合は看護職員をもう一人確保すること。

	医療連携体制加算(Ⅴ) 
	看護職員が事業所を訪問して医療的ケア児に対して看護を行った場合
（４時間以上）　看護を受けた医療的ケア児が・・・　
１人＝1,600単位/日　　　２人＝960単位/日　　３～８人＝800単位/日　　
８人を超える場合は看護職員をもう一人確保すること。

	医療連携体制加算(Ⅵ) 
	500単位/日
	看護職員が認定特定行為業務従事者に対し、喀痰吸引等の指導のみをおこなった場合。

	医療連携体制加算(Ⅶ) 
	250単位/日
	認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により喀痰吸引等を実施した場合。



◆ 自立訓練（生活訓練）、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型 の事業所の場合 ◆ 
	区分 
	加算単位数 
	加算要件 

	医療連携体制加算(Ⅰ) 
	32 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（1 時間未満）

	医療連携体制加算(Ⅱ) 
	63 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（1 時間以上 2 時間未満） 医療的ケアを必要としない利用者


	医療連携体制加算(Ⅲ) 
	125 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（2 時間以上） 

	医療連携体制加算(Ⅳ) 
	看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った
場合、看護を受けた利用者が    
1 人＝800 単位／日 　　   2 人＝500 単位／日    　   3～8 人＝400 単位／日 
８人超になる際は、看護職をもう一人確保すること。 
· (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)のいずれかを算定している利用者については算定しない。 

	医療連携体制加算(Ⅴ) 
	500 単位/日 
	看護職員が認定特定行為業務従事者に対し、喀痰吸引等の指導のみを行った場合。 

	医療連携体制加算(Ⅵ) 
	100 単位/日 
	認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を実施した場合。 
(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ)のいずれかを算定している利用者については算定しない。 


 特に就労継続支援の事業所においては、看護師さんによる医療的ケアなどの看護支援があることで
体調が安定し、作業・業務の意欲の向上、安定した通所の継続が可能になり、工賃の向上にもつながります。
平均工賃月額の増額は報酬の区分の引き上げにもつながるので事業所全体の利益にもつながると考えられます。

◆ グループホーム（共同生活援助）の場合 ◆ 
	区分 
	加算単位数 
	加算要件 

	医療連携体制加算(Ⅰ) 
	32 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（1 時間未満） 

	医療連携体制加算(Ⅱ) 
	63 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（1 時間以上 2 時間未満） 

	医療連携体制加算(Ⅲ) 
	125 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（2 時間以上） 

	医療連携体制加算(Ⅳ) 
	看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合看護を受けた利用者が    1 人＝960 単位／日        2 人＝600 単位／日 
           　　　　　　 3～8 人＝480 単位／日 
対象の利用者が８人以上になる際は、看護職をもう一人確保すること。 

	医療連携体制加算(Ⅴ) 
	500 単位/日 
	看護職員が認定特定行為業務従事者に対し、喀痰吸引等の指導のみを行った場合。 

	医療連携体制加算(Ⅵ) 
	100 単位/日 
	認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を実施した場合。 

	医療連携体制加算(Ⅶ)
 

（グループホームでの
短期入所の際に利用可）
	39 単位/日 
	看護師を1名以上配置する等（准看護師は不可）、日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している場合
· 看護師は管理者、サビ管、生活支援員、世話人の兼務でも可（専従が必要）
· 上記Ⅰ～Ⅵとの併用も可
· 24時間連絡体制の確保
· 「重度化した場合における対応に係る指針」の作成が必要
· 訪問看護ステーション等との連携も可能




◆ 福祉型短期入所事業所の場合 ◆ 
	区分 
	加算単位数 
	加算要件 

	医療連携体制加算(Ⅰ) 
	32 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（1 時間未満） 

	医療連携体制加算(Ⅱ) 
	63 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（1 時間以上 2 時間未満） 

	医療連携体制加算(Ⅲ) 
	125 単位/日 
	看護職員が事業所を訪問して利用者（上限 8 人）に対して看護を行った場合（2 時間以上） 

	医療連携体制加算(Ⅳ) 
	看護職員が事業所を訪問して、医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合（4 時間未満）、 看護を受けた利用者が 
1 人＝960 単位／日     　2 人＝600 単位／日        3～8 人＝480 単位／日 

	医療連携体制加算(Ⅴ) 
	看護職員が事業所を訪問して、医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った
場合（4 時間以上） 看護を受けた利用者が
 1 人＝1600 単位／日     2 人＝960 単位／日        3～8 人＝800 単位／日 

	医療連携体制加算(Ⅵ) 
	看護職員が事業所を訪問して、高度な医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合（8 時間以上） 看護を受けた利用者が
 1 人＝2000 単位／日     2 人＝1500 単位／日       3 人＝1000 単位／日 

	医療連携体制加算(Ⅶ) 
	500 単位/日 
	看護職員が認定特定行為業務従事者に対し、喀痰吸引等の指導のみを行った場合。 

	医療連携体制加算(Ⅷ) 
	100 単位/日 
	認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を実施した場合 

	医療連携体制加算(Ⅸ) 
	３９単位/日 
	日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所の場合 



■福祉型強化特定短期入所■　♪new♪　医療連携体制加算ではありませんが、日中の居場所として・・・
· 医療的ケア児者の入浴支援等、日中のみの支援ニーズに応えるサービス類型を評価する基本報酬が創設されました！
· 看護職員を常勤で1人以上配置する必要があります。
· 福祉型強化特定短期入所サービス費Ⅱは、障がい児向けのサービス類型です。
· 医療的ケアスコア表の14項目※のうちいずれかの医療行為を必要とする状態であり、かつ、区分１（障がい児の場合は障害児支援区分1)以上に該当する児・者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして届け出た事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数が算定されます。
· 医療行為（医療的ケア）が必要な利用者がいる日の利用者全員に、この福祉型強化短期入所サービス費を算定できます。（医療行為を必要とする利用者がいない日については、福祉型短期入所サービス費を算定することになります。）
	
	障害支援区分
	サービス報酬

	福祉型強化特定短期入所サービス費Ⅰ

	区分６
	1107単位／日

	
	区分５
	977単位／日

	
	区分4
	846単位／日

	
	区分3
	784単位／日

	
	区分1及び2
	715単位／日

	福祉型強化特定短期入所サービス費Ⅱ

（障がい児向けのサービス）
	区分3
	977単位／日

	
	区分２
	816単位／日

	
	区分１
	714単位／日


※医療的ケアスコア表の14項目は以下のとおりです
1 人工呼吸器（鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装置を含む）の管理
2 気管切開の管理　　　　　　　　　　　③　鼻咽頭エアウェイの管理
④　吸引（口鼻腔・気管内吸引）　　　　　⑤　酸素療法
⑥　ネブライザーの管理　　　　　　　　　
⑦　経管栄養（経鼻経管、胃ろう、腸ろう、持続経管注入ポンプ使用等）
⑧　中心静脈カテーテルの管理
⑨　皮下注射（インスリンポンプ、持続皮下注射ポンプ使用）
⑩　血糖測定　　　　　　　　　　　　　　⑪　継続的な透析
⑫　導尿　　　　　　　　　　　　　　　　⑬　排便管理
⑭　痙攣時の　坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置
　　（医師から発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね1年以内に発作の既往がある場合）














1制度活用のポイント　   
〇 障害児・者の支援事業所は、あらかじめ医療連携体制に係る業務について、医療機関等と委託契約を締結（書式例１）し、対象の児・者に対する看護の提供や介護スタッフなどへの喀痰吸引等に係る指導に必要な経費を医療機関に支払うこととします。看護師が看護の提供または喀痰吸引等に係る指導等を行うには、医師からの指示書が必要なので、指示書（主治医医療機関の所定の様式で可）を、保護者をとおして医師から事業所に提供してもらいます。また、医療的ケアを行う看護師には、業務を安全安心に遂行するために、施設や利用者の状況等を説明しなければいけません。 
 
〇医療連携体制加算は、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置付けて（書式例２）実施し、他の利用者のサービス内容と分けて実施すること、とされています。（平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係る Q＆A（平成 21 年 4 月 1 日）による）。また、医師、看護師に対して個人情報を提供することになるので、そのことについての同意も事前に得ておきます。 
 
○看護記録も必須です（書式例３）。看護業務が指示書や委託契約書、個別支援計画等との整合性がとれていることの証左になります。 


 1　書式例　１　   

　　　　　　　　　　業務委託契約書
 
       　　　　　　　　   （以下、甲という）と  　　　　　　　　        （以下、乙という）は、次のとおり業務委託契約を締結する。本契約の締結を証するため、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。 
 
 　契約名        看護職員連携契約 
 
 
履行場所      所在地 　 長野県   　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　
名　称    　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          
 
　
 
令和       年       月       日 
 
 
 
 
指定通所支援 or 短期入所事業所（甲） 所在地  長野県 
                           事業所名 
 
 
代表者                                                 
 
訪問看護ステーション（乙） 所在地  長野県 
 事業所名 
 
 
代表者                    　　　　　　　　　　 　　
 	 
（総則） 
第1条 	   甲は乙に対し、業務内容説明書に定める業務を委託し、乙はこれを受託する。 
２    乙は前項の業務を誠実に履行し、甲は乙の業務履行に必要な協力を行う。 
（契約期間） 
第2条 	  本契約の有効期限は令和  年  月  日から令和  年  月  日までとする。 
但し、期間満了の 1 ヶ月前までに、甲乙いずれからも契約終了の意思表示がない限り、期間満了の翌日から 1 年間同一条件で更新され、その後も同様とする。 
（契約業務の履行） 
第3条           乙は、本契約業務の履行にあたり、善良な管理者の注意をもって処理する。 
乙は、本契約業務を遂行するにあたり、従業員を適切に配置し、指揮監督を行い、業務仕様書に従い計画的に業務処置を行う。 
（業務委託料） 
第4条           本契約に基づき、甲が乙に支払う契約料金の金額及び支払方法については、料金協定書に定めた通りとする。 
２   甲は乙に対する前項の契約料金の支払いを遅延した場合には、料金協定書に規定する遅延損害金を支払う。 
（報告、提案） 
第5条           甲は乙に対し、必要に応じて本契約業務の処理状況の報告を求めることができる。乙は、甲の求めに応じて、速やかに報告する。 
２   乙は、本契約業務を円滑に履行するため、又はその精度の向上を図るために必要と認めた時は、甲にその方策を提案することができる。甲は、この提案を受けた時は、誠意をもって応えるように努める。 
（指定訪問看護事業所の管理者） 
第6条  	  乙は本契約業務の履行にあたり、指定訪問看護事業所の管理者が次の職務を行う。 
(1) 乙の従業員の配置及び業務上の指揮命令 
(2) 乙の従業員の労働管理 
(3) 本契約業務の履行に関する甲との連絡及び調整 
(4) 管理者は別に本契約業務の履行に関する業務責任者を置くことができる 
2　　甲は、本契約業務の履行に関する発注者としての指示は、乙の管理者又は業務責任者に対して行う。 
3　　乙は業務責任者の氏名を甲に通知する。これを変更した場合も同様とする。 
（労働法上の責任） 
第7条 	乙は乙の従業員に対する雇用主として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保　　　険法、職業安定法、社会保険諸法令その他従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって労務管理を行う。 
（規律維持） 
第8条 	　　　　　乙は乙の従業員の教育指導に万全を期し、秩序規律及び風紀の維持に責任を負う。 
（守秘義務） 
第9条 	甲及び乙は本契約業務の履行にあたり、知りえた個人情報を含む相互の秘密を第三者に漏　　らしてはならない。 
２ 　乙は乙の従業員についても、これを遵守させる。また、本契約の解約及び期間満了後も同様とする。 
（個人情報保護法） 
第10条 	乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの、又は他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、本契約業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を取り扱う。 
２　　乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、本契約業務を処理するために個人情報を保有するときは、本契約の利用目的以外に使用しない。本契約が終了し、又は解約された後においても、同様とする。 
３　　乙は、甲から提供される個人情報の保管について、その取扱者を制限し、その保管・管理方法について甲乙協議のうえこれを定める。 
４　　乙は、甲の提供する施設内、又は甲が事前に書面で承諾した場所以外には個人情報を持ち出さない。但し、持ち出しの範囲を定めて、個人情報を厳重に管理することを条件に、やむを得ないとして、特に甲が事前に書面により承諾した場合はこの限りではない。 
５　　乙は、甲の承認があるときを除き、本契約業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写、又は複製しない。 
６　　甲及び乙は、本契約業務に関して知りえた個人情報の漏えい、紛失、改ざん、又は棄損の防止等の適切な管理のために必要な措置を講じる。 
７　　甲は、乙に個人情報を取り扱わせるにあたり、該当個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対する必要かつ適切な監督を行う。 
８　　乙は、本契約による業務を処理するために、甲から引き渡された個人情報を、業務完了後速やかに甲に返還するとともに、自ら収集し、もしくは作成した個人情報については破棄する。但し、甲に返還する個人情報が記録された資料等を甲の依頼により乙が破棄する場合における費用等については、甲乙協議の上これを定める。 
９　　乙は、個人情報の盗難、紛失、漏えい等の事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に通知する。 
10　　甲は、乙が第 9 条の内容に違反していると認めたときは、第 13 条及び第 17 条に基づき、損害賠償及び契約解約の請求ができる。 
11　　その他、個人情報の保護に必要と認められる事項については、甲乙協議の上これを定める。 
（権利義務の譲渡の禁止） 
第11条 　　　　乙は、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。但し、甲の承認を受けた場合には、この限りではない。 
（借用物の適正管理） 
第12条 	乙は、甲に帰属する本契約業務の履行に必要な原表、資料等を借り受けた場合、善良なる管　　　理者として管理しなければならない。 
（損害賠償の責任） 
第13条 	本契約業務の処理中、乙の責に帰すべき理由により、甲もしくは第三者に与えた損害に対し、乙は、損害賠償の責任を負うものとする。その賠償額については、甲乙協議の上これを定める。 
（免責事項） 
第14条 　　　天災、その他不可抗力の事由により、乙の契約履行が不能又は困難となった場合、甲が破る
損害について、乙はその責を負わない。 
（契約変更）
第15条 	本契約内容の変更を必要とする事由が生じた場合は、契約期間中であっても甲乙協議の上改定することができる。 
（名義変更等の届出） 
第16条 　　　甲及び乙は、名称、代表者、所在地等に変更があった場合は、速やかに書面をもってその旨を相手方に通知する。 
（契約の解約） 
第17条 	甲又は乙が次の各号の一つに該当したときは、それぞれの相手方に何等の予告もなく直ちに　本契約を解約することができる。 
(1) 契約の遵守勧告もしくは違反事項の指摘を行ったにも拘らず、その後も本契約に定める事項に違反し、又は履行を怠ったとき。 
⑵　財産上の信用に係る差押、競売、強制執行、延滞処分等を受けたとき。 
⑶　破産、民事再生、会社更生の申し立てがあったとき。 
２　　甲又は乙が暴力団、暴力団関係者団体又は関係者、その他反社会勢力であることが判明したときは、契約の全部又は一部を解約することができる。 
3　　甲又は乙が前項以外の事由により、契約期間中に本契約を解約しようとするときは、3 ケ月前までに書面をもってその旨を相手方に通知し、甲乙協議の上これを定める。 
（協議事項）
第18条 　　　甲及び乙は、本契約の定めのない事項は、誠意をもって協議の上これを定める。
以下余白

    
覚　書
業務委託契約書に基づき、指定（障害児通所支援／短期入所/就労継続支援…等）事業所である甲は、指定訪問看護事業所である乙に、以下の通り看護職員連携契約の業務を発注する。 
  　　 甲：    
乙： 
	１、業務内容 

	(1) 業務内容 
1 対象となる利用者(以下、利用者という)のバイタルサイン測定、健康状態の確認 
・利用者に対する甲からの情報、支援記録、健康管理記録等からの把握 
・利用者一人ひとりの状態の観察 
2 利用者の医療処置の実施 
・予め甲より依頼されている医療処置(個別仕様書に基づく)を行う。 
・体調の急変時も含めて、甲の求めに応じもしくは乙が必要と思う、上記以外の医療処置も行う。
ただし、体調の急変時以外は保護者等の相談後に行う。また、「緊急訪問型」以外は、予定の委託時間内に限る。 
3 甲への相談・助言 
・乙は、利用者の健康状態を踏まえ、甲に対し医療面からの適切な指導、助言、援助を行う。また、乙は利用者が安全に安心して事業所を利用できるよう、甲が習得を必要とする医療的な知識・技能の伝達講習を行う。 
4 協力医療機関及び主治医等への報告・連携 
・乙は、甲と協力し合い、利用者の健康状態を維持するために、必要に応じ、協力医療機関及び主治医等への報告、連携を行う。       
 甲の協力医療機関           
名称           
住所         
電話番号 
5 実施内容を記録 
・乙は、利用者の健康状態について所定の記録用紙に記載する。 
・乙は、本契約業務の履行の際、甲の指定した書式に基づき、実施した日時、業務内容、職員名を記載、押印する。 
・記載は当日に済ませる。 
 
(2) 訪問形態は以下の通りに分類される。 
1 定時訪問型：利用者の必要とする医療処置等において、時間の指定があり、看護師等がその時間だけの対応で業務履行が完了する場合 
2 緊急訪問型：利用者の必要とする医療処置等において、時間の指定が困難であっても、看護師等が滞在する必要はなく、事業所の外部で連絡を受け、その後訪問することで業務履行が完了する場合 
3 滞在訪問型：利用者の必要とする医療処置等において、時間の指定が困難であり、看護師等が滞在することで業務履行が完了する場合 


 


	２、管理者の義務 

	(1) 甲 管理者 
   ・乙が実施した業務内容を確認する 
   ・情報提供 
   ・必要物品の準備 
   ・利用者の利用予約が入った時点で、その期日を乙に連絡する 
   ・賠償保険の内容について 
 
(2) 乙 指定訪問看護事業所管理者又は、委託業務の履行に関する業務責任者 
   ・常に最善の方法で業務を実施するための業務の点検、見直し 
   ・甲と問題点の解決を図るための協議 
   ・業務を円滑に実施するために甲との連絡、調整 
   ・該当事業を行う乙の看護師の勤務体制の確保 

	３、留意事項 

	委託時間外の急変について 
    ・委託時間外での急変については、速やかに対応するために、予め甲乙協議の上定めておく。 


 
 料金協定書 
甲が乙に支払う契約料金の金額及び支払い方法については、次の通りとする。 
	１、料金契約 

	① 料金は 1 日あたり利用者＊名まで＊＊＊円(税込)とする。 尚、交通費はここに含むものとする。 

	② 曜日、平日・祝日にかかわらず定額とする。 

	③ 委託日の委託時間外の急変時の対応についての料金を含む。 

	④ 当日を含むキャンセル料は発生しないものとする。 

	２、支払い方法 

	締切日 
	毎月＊日とする。 

	請求日 
	請求日は前項の締切日の属する翌月の第＊営業日までとし、乙は甲に対し請求書を提出する。 

	支払日 
	支払日は前項の請求日の属する月の末日までとし、甲は支払日までに契約料金を乙の指定する銀行に振り込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。 

	遅延損害金 
	遅延損害金は、遅延金額に対して、年利＊％とする。 

	振込先金融
機関名                銀行・信用金庫・郵貯・農協
支店名                  支店
口座     当座・普通         口座番号 
口座名 



個別仕様書
	法人名及び事業所名 
	 

	作成日 
	令和   年   月   日 
	作成者氏名 
	 

	利用児童名 
	 
	生年月日 
	H/R  年  月  日 
	年齢 
	歳 

	性別 
	 
	学校名 
	 
	学年 
	 

	住所 
	〒 
	保護者氏名 
	(続柄   ) 

	病名・
障がい名 
	 

	利用期間 
	令和  年  月  日(  ) ～ 令和  年  月  日(  ) 

	利用日時 
	曜日   　　 ：   ～   　　： 
※固定利用でない場合は、該当利用児・者の利用予約が入った時点でお伝えする。 

	処置の種類 
	 

	訪問形態 
	滞在訪問型 ・ 定時訪問型 ・ 緊急訪問型 

	関連病院名 
	 

	担当医師名 
	     科            医師 

	その他特記事項 
	 

	業務場所の名称と住所 
	 


· 内服薬情報については、必要時添付します。

○○事業所（例：放課後等デイサービス）個別支援計画書（例） 書式例　2

[image: ]
	個別支援計画の実施期間 
	令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日（○か月間） 


 
   支援記録表 【例】 書式例3

 児童名 /利用者名　　　　　　　　                さん　　　　　　　　　令和〇年△月 No.１    　　　　　　
  
支援目標 
	＃１ 
	友達と一緒に、遊びや活動を通して楽しく遊び過ごす。
はい／いいえの意思表示を大切にして、選ぶ楽しさを味わう
特に週の後半は疲れから発作が起きやすいので、しっかり休息をとる 


 
	日/曜日
	項目
	記録

	4日
（土）
	活動

医療的ケア
活動



医療的ケア　注入



　　
　　　　　　吸引

活動
　　　　　　排せつ
	9：00　来所　朝5時に起床、水分注入後に排便があったとのこと
　　　　　　体温35.7℃顔色よくごきげん
10：00　水分注入　昨日胃ろう周囲の皮膚発赤あったが、キレイ。
10：30　パラシュートあそび。真ん中の丸いところの光るシールを見上げてそれを注視。仲間に名前を呼ばれて2度ほど声をあげて応える。よく笑った。
11：30　おむつ交換　尿量がいつもより少ない（？）
12:00　ミキサー食注入。胃残無し。
　　　　お粥とおかず（いったん食材を見せ説明してからブレンダーにかけ、それぞれ別のシリンジで用意）どちらを先に注入するかを選ぶ。おかず（春巻き）、と視線で意思表示。
　　　　注入問題なし。
　　　　食事の途中で口腔内分泌物多く、途中で吸引。
中華の味付けが好き？「んまー」と声が出た。
12：45　休憩　横になるよう声掛けするが起き上がろうとする
13：00　おむつを気にしている。おむつ交換。午前中出なかった分（？）尿多めに出た。いつもと違う尿のにおい…？

	６日
（月）
	活動


医療的ケア　　注入

活動
	15時来所　学校でプール授業に参加したとのこと
　　　　体温低め（35.0℃）、末梢やや冷たく疲れた様子
　　　　発作起きやすい状態なので個室で過ごす
15：20　身体を温めるため温かい白湯注入　自分から横になる
15：35　入眠⇒16：10頃目覚め　⇒　排尿時機嫌悪い声を出す
おむつ交換　尿量いつも通り　陰部も発赤等異常なし
16：30　横になったまま絵本を見てお迎えを待つ。　　　
　体温35.6℃　末梢冷感なし。排尿時の様子を保護者につたえ、家でも体温変化等に気をつけるよう依頼

	7日
（火）
	活動
	10時来所　体温高め　36.7℃　機嫌はいいが眠そう。だるい？
11：00　おむつを気にする様子。膀胱膨満感＋＋、排尿に違和感ある様子。用手圧迫にて排尿したところ尿に白濁あり。
11：30　保護者に連絡、お迎え依頼。病院受診をすすめた　
⇒軽い尿路感染の疑いで服薬開始。明日は学校も休むとのこと。


※この事業所では、看護師は青字で記入することにしています。看護師が行ったケアだけでなく観察や気づき、アセスメントも漏らさず記入し、看護の専門性を支援に反映させていることが記録からも読み取れます。


　参考文献

· 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示（令和６年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号）

· リタリコ仕事ナビ　ホームページ
https://snabi-biz.jp/guide/idx13

· こども家庭庁　障害福祉サービス等報酬（障害児支援）に関するＱ＆Ａ 一覧
（令和6年6月10日時点）
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/db1c84db/20240611_policies_shougaijishien_shisaku_05.pdf

· 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定（障害児支援関係）改訂事項の概要
　（令和6年4月1日　こども家庭庁支援局障害児支援課）
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/253aba4f-3ce0-4aa1-a777-3d42440f1ca2/25400d3f/20240412_policies_shougaijishien_shisaku_hoshukaitei_45.pdf
長野県医療的ケア児等支援センター　いきあう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀井　一ノ瀬
　〒390-0802　長野県松本市旭2丁目11-30
　長野県松本旭町庁舎２階
　（信州大学医学部附属病院信州診療連携センター　
医療的ケア児等支援部門）
　☎　0263-37-2057
　✉　ikea-soudan@shinshu-u.ac.jp[image: ]
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